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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年６月９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１２月５日（日） １３時５０分ごろ 

発生場所 福岡県宗像
むなかた

市鐘ノ岬西方沖  

鐘崎港西防波堤灯台から真方位３２３°７６０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５３.２′ 東経１３０°３１.３′） 

事故調査の経過  平成２２年１２月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 蛭子
えびす

丸、４.８トン 

   ＦＯ３－３１３６４（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.７２ｍ（Lr）×２.８６ｍ×０.９０ｍ、プラスチック 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和６２年４月１日 

Ｂ モーターボート たかみ、５トン未満 

   ２９０－３６７２２福岡、個人所有 

   ６.２７ｍ（Lr）×２.３５ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、６６.２０kＷ、平成２年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和４９年９月３０日 

免許証交付日 平成２０年４月２１日 

（平成２５年９月１５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７６歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成５年２月２５日 

免許証交付日 平成１９年１０月２５日 

（平成２５年２月２４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ及び同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部外板に破口、甲板に亀裂、操舵室窓ガラス割損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、宗像市地
ぢ

ノ
の

島
しま

東岸に沿って南東進

し、鐘ノ岬西端付近を通過する針路で手動操舵により航行していた。 

 船長Ａは、同岬付近にはふだんから船舶がいなかったので他船はいない

ものと思い、レーダーを見ず、周囲の漁場を見るなどしていて船首方に錨
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泊していたＢ船に気付かずに約１０ノットの対地速力で航行し、平成２２

年１２月５日１３時５０分ごろ、Ａ船の船首部とＢ船の右舷側とが衝突し

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、船長Ｂの親族（以下「同乗者Ｂ」と

いう。）が同乗し、鐘ノ岬西方沖２００ｍ付近（水深約８ｍ）で、黒球を表

示して船首を南西方に向けて錨泊し、船長Ｂが操舵室後端付近、同乗者Ｂ

が操舵室前端付近のいずれも右舷側で釣りをしていた。 

 船長Ｂは、右舷正横方に地ノ島の東岸沖を南東進してくるＡ船を視認

し、約１,０００ｍに接近したとき、Ａ船がＢ船に向首してくるので不審に

思ったが、いずれ針路を変えるだろうと思って見ていた。 

 船長Ｂは、Ａ船が約２００ｍに接近したとき、Ａ船がそのままＢ船に向

かってきたので衝突の危険を感じ、立ち上がって汽笛を鳴らし、同乗者Ｂ

に逃げるようにと声を掛け、船長Ｂが操舵室後端付近の左舷側に避難した

直後、Ａ船の船首部とＢ船の右舷側操舵室前端付近が衝突した。 

 Ａ船及びＢ船は、衝突後、いずれも自力で鐘崎漁港に帰港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項  船長Ｂは、Ａ船が約２００ｍに接近したとき、機関を始動して移動する

ことを考えたが、Ａ船がＢ船に気付いて右に転舵すると衝突すると思い、

錨泊を続けた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、鐘ノ岬西方沖を南東進中、船長Ａが、

他船はいないものと思い、適切な見張りを行って

いなかったことから、前路で錨泊中のＢ船に気付

かずにＢ船に向けて航行し、衝突したものと考え

られる。 

 Ｂ船は、鐘ノ岬西方沖で錨泊中、船長Ｂが、Ｂ

船に向けて接近するＡ船に気付き、汽笛を吹鳴し

たものの、衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、Ａ船の接近に気付いていたが、Ａ船

の動静に不審を感じた際、機関を使用して移動す

るなどの行動を早期にとっていれば、本事故の発

生を回避できた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、鐘ノ岬西方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が錨泊中、船

長Ａが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより

発生したものと考えられる。 

 




